
（様式１：監理委員会への報告）
民間事業者による対象公共サービスの実施状況

法務省矯正局成人矯正課
平成29年10月20日

　１　対象公共サービスの事業名

　２　対象公共サービスの内容

　３　確保すべき対象公共サービスの質の確保の状況

確保すべき対象公共サービスの質 実績 実績の測定時期

総括業務責任者（本業務全体を総
合的に把握し調整を行う者）を１名
置くこと。

１名配置 平成２８年４月～平成２９年３月

各業務区分（①総務業務,②警備業
務）ごとに，業務責任者（各業務を総
合的に把握し調整を行う者）各１名
を置くこととし，施設に常駐させるこ
と。

各１名配置 同上

民間事業者が適正に業務を遂行し
なかったことに起因して，被収容者
の逃走事故，暴動・騒じょう及び自
殺事故（既遂に限る。）が発生しない
ようにすること。

０件 同上

民間事業者が適正に業務を遂行し
なかったことに起因して，施設で火
災が発生しないようにすること。

０件 同上

施設の保安に係る情報及び被収容
者の個人情報を漏えいしないこと。

０件 同上

各種システムの入力及び書類・資料
の作成については，過誤がないよう
にすること。

１件
（ただし，速やかに是正
措置がとられており，実
害は生じていない。）

同上

受付業務について，相手方に不快な
印象を与えないようにすること。

０件 同上

訴訟関係文書など被収容者の権利
利益に直接関わる文書については，
本人に不利益が生じないよう迅速か
つ適切に処理すること。

０件 同上

ホームページは原則として毎月，そ
の他施設の広報上の必要に応じて
適宜更新すること。

１回／月
（ただし，施設側が更新
を不要と判断した場合
は更新を行っていな
い。）

同上

領置物品を汚損，破損及び紛失しな
いこと。

０件 同上

領置物品，差入れ物，信書及び購
入物品を誤交付しないこと。

０件 同上

２４時間運転業務が対応可能な体制
とすること。

０件 同上

業務遂行中，異状を認めた場合に
は，直ちに国の職員に連絡するこ
と。

０件 同上

（静岡刑務所）公共サービス実施民間事業者名：株式会社アール・エス・シー，三菱電機株式会社，三菱電機システムサービス株式
会社及び大新東株式会社

異状時の国職員への連絡不実施件数

運転業務の不実施件数

火災事故の発生件数

保安事故の発生件数

各業務責任者の配置状況

訴訟関係文書等に係る不適切な処理件
数

受付業務に係る苦情等の件数

各種システムの入力過誤等の件数

領置物品等の誤交付の件数

領置物品の汚損等の件数

ホームページの更新回数

総務業務及び警備業務（静岡刑務所及び笠松刑務所）

刑事施設の運営業務

平成２８年４月～平成２９年３月

総括業務責任者の配置状況

保安情報及び被収容者の個人情報の漏
えい件数



施設内への確実な入退出管理を行
うこと。

０件 同上

従事する業務の内容等に応じ，施設
内の各エリア・室への入退出を制限
する措置を講ずること。

   施設を構造，用途，動
線を踏まえた複数のセ
キュリティレベルに分割
して捉え，各レベル及び
運用に応じた監視カメラ
の増設置，警備員の増
配置等を行うことにより
適切な入退出制限を
行っている。

同上

被収容者が危険物や持込制限物品
（携帯電話等）を取得しないようにす
ること。

０件 同上

構内外巡回については，２時間に１
回以上の頻度で実施すること。

０件 同上

警備機器については，正常に作動し
ている状態を常に維持すること。仮
に障害が発生した場合であっても，
直ちに代替措置を講じた上，６時間
以内に応急復旧すること。

０件 同上

信書の検査については，受付をした
日のうちに処理すること。

０件 同上

収容棟，職業訓練棟，運動場など被
収容者が立ち入る場所については，
月１回以上保安検査を実施するこ
と。

０件 同上

すべての被収容者の着衣及び所持
品を月２回以上検査すること。

０件 同上

総括業務責任者（本業務全体を総
合的に把握し調整を行う者）を１名
置くこと。

１名配置 平成２８年４月～平成２９年３月

各業務区分（①総務業務,②警備業
務）ごとに，業務責任者（各業務を総
合的に把握し調整を行う者）各１名
を置くこととし，施設に常駐させるこ
と。

各１名配置 同上

民間事業者が適正に業務を遂行し
なかったことに起因して，被収容者
の逃走事故，暴動・騒じょう及び自
殺事故（既遂に限る。）が発生しない
ようにすること。

０件 同上

民間事業者が適正に業務を遂行し
なかったことに起因して，施設で火
災が発生しないようにすること。

０件 同上

施設の保安に係る情報及び被収容
者の個人情報を漏えいしないこと。

０件 同上

各種システムの入力及び書類・資料
の作成については，過誤がないよう
にすること。

５件
（ただし，速やかに是正
措置をとっており，実害
は生じていない。）

同上

（笠松刑務所）公共サービス実施民間事業者名：株式会社アール・エス・シー，三菱電機株式会社，三菱電機システムサービス株式
会社及び大新東株式会社

火災事故の発生件数

被収容者による危険物等の取得件数

保安情報及び被収容者の個人情報の漏
えい件数

各種システムの入力過誤等の件数

総括業務責任者の配置状況

入退出管理の不実施及び粗ろう件数

入退出制限措置の状況

保安事故の発生件数

各業務責任者の配置状況

所定の時間帯における構内外巡回の不
実施件数

警備機器の障害発生件数
（６時間以内に応急復旧した場合を除く）

信書の受付日における未処理件数

収容棟等における所定の保安検査の不
実施件数

被収容者の着衣等に係る所定の検査の
不実施件数



受付業務について，相手方に不快な
印象を与えないようにすること。

０件 同上

訴訟関係文書など被収容者の権利
利益に直接関わる文書については，
本人に不利益が生じないよう迅速か
つ適切に処理すること。

０件 同上

ホームページは原則として毎月，そ
の他施設の広報上の必要に応じて
適宜更新すること。

１回／月
（ただし，施設側が更新
を不要と判断した場合
は更新を行っていな
い。）

同上

領置物品を汚損，破損及び紛失しな
いこと。

０件 同上

領置物品，差入れ物，信書及び購
入物品を誤交付しないこと。

１件
（ただし，速やかに是正
措置がとられており，実
害は生じていない。）

同上

２４時間運転業務が対応可能な体制
とすること。

０件 同上

業務遂行中，異状を認めた場合に
は，直ちに国の職員に連絡するこ
と。

０件 同上

施設内への確実な入退出管理を行
うこと。

０件 同上

従事する業務の内容等に応じ，施設
内の各エリア・室への入退出を制限
する措置を講ずること。

   施設を構造，用途，動
線を踏まえた複数のセ
キュリティレベルに分割
して捉え，各レベル及び
運用に応じた監視カメラ
の増設置，警備員の増
配置等を行うことにより
適切な入退出制限を
行っている。

同上

被収容者が危険物や持込制限物品
（携帯電話等）を取得しないようにす
ること。

０件 同上

構内外巡回については，２時間に１
回以上の頻度で実施すること。

０件 同上

警備機器については，正常に作動し
ている状態を常に維持すること。仮
に障害が発生した場合であっても，
直ちに代替措置を講じた上，６時間
以内に応急復旧すること。

０件 同上

信書の検査については，受付をした
日のうちに処理すること。

０件 同上

収容棟，職業訓練棟，運動場など被
収容者が立ち入る場所については，
月１回以上保安検査を実施するこ
と。

０件 同上

すべての被収容者の着衣及び所持
品を月２回以上検査すること。

０件 同上

ホームページの更新回数

領置物品の汚損等の件数

領置物品等の誤交付の件数

入退出管理の不実施及び粗ろう件数

異状時の国職員への連絡不実施件数

警備機器の障害発生件数
（６時間以内に応急復旧した場合を除く）

信書の受付日における未処理件数

収容棟等における所定の保安検査の不
実施件数

被収容者の着衣等に係る所定の検査の
不実施件数

入退出制限措置の状況

被収容者による危険物等の取得件数

所定の時間帯における構内外巡回の不
実施件数

運転業務の不実施件数

受付業務に係る苦情等の件数

訴訟関係文書等に係る不適切な処理件
数

（注記事項）



　４　対象公共サービスの実施に要した経費（税抜）

支払額（定額分） ３０９，７１０，０００円

支払額（成果分） 増額 ０円

減額 ０円

計 ３０９，７１０，０００円

（７か年分）　　　２，０１０，９９６，０００円

（静岡刑務所及び笠松刑務所）公共サービス実施民間事業者名：株式会社アール・エス・シー，三菱電機株式会社，三菱電機システ
ムサービス株式会社及び大新東株式会社

（参考）落札額

（注記事項）
対象公共サービスの実施に要した経費（税抜）については，対象２施設に係る業務を包括的に委託していることから，支払額は不可分であるため，
合計額を記載しているもの。

平成２８年４月～平成２９年３月


